
平成22年 3月 19日

1短期給付Q&A

今の時期になると多く寄せられる質問を取り上げました。

【被扶養者についての問い合わせ】

〇

一◎

「妻が財形年金を受給します。」
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び貯蓄型の個人年金(財形年金含む)は公的年金と同様の取り扱
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被扶養者の認定・取消手続きを忘れずに一|

3月、4月は就職や退職等、雇用形態が変動する時期です。被扶養者が就職して雇用先から健康保険証が

交付される場合、又は雇用形態が変わり月額基準額を超えることが明らかである場合は、早急に被扶養者

取消の手続きをお願いいたします。

また、家族が退職や雇用形態の変更により被扶養者認定要件を満たす場合は、事実発生日から30日以

内に被扶養者認定の手続きをお願いいたします。
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【事務担当者からの問い合わせ】

体業に係る請求書は、本来、「該当月を休業したという事実確認した上で」提出していただくも

のですから、証明の日付は該当月の末日もしくは、翌月の日付で行うようにお願いします。

6・
「月の末日が土曜、日曜日の場合の休業関係等請求書の証明日付はいつにすべきか?」
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日付は、月の末日

【退職者からの問い合わせ】

再就職した日から任意継続組合員制度は資格喪失となり、資格喪失後の掛金はお返しいたし

ます。再就職した場合は早急に共済組合まで連絡をお願いいたします。
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